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資料

村落生活と若省連

一長野県諏訪市湖南区南真志野一

Ｗｈﾘｩα"、ＭﾌｰＲｃ７ｚ，AYoungMen，ｓＡｇｅＧｒｏｕｐｉｎＲｕｒａｌＬｉｆｅ

大淵英雄

Ｈｉ`ｃｏｏﾉbbzcchi

許１）関係文毒には「若連」「若衆」などのziziも承られ

るが，ここでは「若者連」で統一した。

２）慶大大学院「社会学研究科紀要」第１号の南真志

野の中間報告を参照。

－．はじめに

村落に承られる諸集団の中から乍令階梯集団の一つで

ある若者連ｐをとりあげる。

村落生活における若者達の役割は，村落とそこに家ら

れる他の諸集団との相互関連によって規定されるので，

村落を規定する諸条件が変化ずれぽその意味を変えるも

のである。若者連は一般に村落生活で比較的多くの労働

力を必要とする面一共有林野の保護管理，消火防水及
とりもち

ぴその警備，ネホ事奉仕，娯楽社交の主催，「取持」など

－で活躍してきた。

若者連を構成する若者は亦個々の家にとっても重要な

労働力であった。それ故家生活の維持存続に必要であれ

ば，若者は村落を離れ家計補助の為に出稼ぎにも行っ

た。この現象は若者達の構成員数を減少し若者連の活動

を著しく制限することになる。村落と若者連との関述が

ここで問題とされねばならない。

更に若者連は社会教育の機能をもっている。それで村

落生活でのリーダー層は多くの場合，既に若者連でリー

ダーとしての教育を経てきているといえよう。この意味

で若者連の役職者の選出方法と役職者としての資格と

が，村落の権力構造の理解にとっても大切な問題とな

る。

以上の観点から長野県諏訪市湖南区南真志野2)の若者

連(殊にそのうちの野明沢組若者連)の資料(主に明治期）

を提示したいと思う。

資料１～４及び７は規約，資料５，６及び８～１５は活

動状況及びその内容，資料１６～２０は構成員数の変遷及

び役職者の選出の背景を示している。

若者連資料

1．

第
十
月

明
治
九
丙
子
年

四
壮
盛
社

四壮盛社規則

第壱条

、右祉一統協議之上設立致候上者，方今内々之事情

故，互二包蔵シ決而他言致間撒事

第弐条

、賑盛場其外五三人集合致シ，酒興ニ耽り酢酸ス共，

必争闘口論致問敷事

第三条

，社中年齢定期ハ拾五歳二而入社致シ三拾歳迄，互二

真実無忘二勤務可致，且該社一般へ関スル経費等賦課

之儀者，人員ニテ課出可致事

右之条々壁ク可相守事

註有賀恭一「諏訪の若者仲間」所収の「四壮盛社規

（明治九年･'一月)」とは文章の表現に相違があるが，



5４ 社会学研究科紀要 館６号１９６６

拭冠リ竿と俵心得遠無之様万端懇念可致事

ｌｕｧ訴人藤森獅蔵

、断関金作

矢沢重蔵

藤森喜重

矢沢青松

金子平蔵

藤森善之助

上嶋伝蔵

矢島官蔵

熊沢福太郎

金子豊平

金子儀一郎

金子繁蔵

藤森繁蔵

藤森市蔵

原健次郎

註１）四壮盛社の新設三ケ月前であるが，野明沢組の若

者連の規則である。「野明講社」の名称は他の文

書に染られない。尚同年八月の「野明名面'帳」に

は「若者」とある。又同一二年より数年間，「l日

野明若連」の名がみえるが，これは沢組が新行政

組織としての四十戸組の創設によりそれぞれ「旧

組」と呼ばれたことによると考えられる。

２）第三条に「長男」とあるが，野明講社は長男の熟

によって構成されたのではない。たとえば，藤森

繁吉(三男)などのようにである。

３）二名の世話人は同年八月の野明沢組の若者達の世

話人と同一人である（同年の名而帳による)。

主旨・形式とも同一である。この「四壮盛社」ば

従来の若者連がnN治九年の解散令により廃I上され

たので，それに代るものとして同年に新設された

ものである。名称の由来I士，南真志野が四つの沢

組(南沢組,野明沢組,仲村沢組，西沢組)から構成
され，各沢組の一五才から三十才までの男子によ

って組織された団体であったためであろう。また

各沢組にはそれぞれ四壮魔社の下部組織が存在し

た。これは明治九年以前の若者連の組織と同じで

ある。若者連の解散令以朧においても，若者連は

消滅していない。強いて両者を区分すれば，四壮

盛社は南真志野の範囲とそれを超えた範囲でのｉｉＩｉ

動(消防，御柱祭など)にその主力を置いていた。

しかし，沢組の範1ｍでは両者は殆んど区別しがﾌﾟこ

いものであった。それは両者とも同一の構成員で

あったことのためもあろう。

２．

鏑
子
七
月

明
治
九
年

規

則

野
川
識
社

簿

第老条

，若連睦合相設有之上老幼長二至迄規則ヲ相守互二信

実ヲ補助シ，且盛場等二於而喧嘩口論等決而不致様急

度可慎候事

第弐条’'１火消防規則

、非常事当村勿論遠近二至迄見聞候者ハ互二透合至急

出火之本に駆附，防備之目途ヲ相立一層取防可致救

助，更二口論等堅ク可相慎事

第三条入校規則

、長男一五才ヨリ入校致シ二十才迄附合相定，我ヨリ

年以下之者ヲへ引立，長生ニハ相随上其内規定総代索

ヨリ組合之取締也，其意二相肖キ候老ハ急度処分可有

之蛎，且亦取締之規則ハ年々七月什三ロ御相談之上差

替可致事

第四条定儀睦合規則

ｔ睦合之儀ハ毎年秋葉山火祭り其他村中出払等私用ヲ

除キ不都合ハ事短依而也，其外急度可相勤候，其節身

熟之働等ハ互二勉励可有之候事

第五ケ条不儀無礼規則

,、往来迎送人為相間之相拶無礼無之様又ハ夜中二至候
トムラ

テモ不儀有之|罰敷候，且ﾈｵ内之家々訪上遊等二参り手

3．

蜂
灘
罐
巍
約
繍

明
治
十
九
年

四
月
日

四
壮

盛

社

約定

今回耕地壱同ヨリ共有山林保護及上火災消防之件依頼

二応シ取裁候二附テハ，盛社壱同協議ヲ遂ケ将来該事二

対スル事務及上背盟人処分之方法設クル左之如シ

第壱条

一、南真志野人民共有山林保護之儀'､盛社二於テー日壱

名之廻視者ヲ置キ，其他常平昇降之都度視認可致事
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、企拾円山

ｲﾙと金額共有1111)(し越並二火災消防ﾖﾄﾞ務料ト称シテ毎年

'１１地ヨリ畷；|:一同へ相渡サン候二附テハ人員二剖賦致

シ侯711：

似シーケ年'''１不在出勤セサル老ハ加入セサルェliF

右之条々塵ク)IIiil守り後日異論之筋光-1zサル為藤ﾈ１－同

協縦決定侯人名左二記紋ス

嬢礼人名

関政作

関悲作

関利助

原万平

長峰ｉｕ吉

（以下九七名略）

第弐糸

、該'1M約者之内万一心述ニシテ盗伐-ヒシ者有之l1ii狸{１１

成候節ハ該与惣代へ通報之上一統M職ヲ要シKlkMlTil

致，尚述約金トシテ五円ヲ取り其半額ヲ捕獲人二附子

侯事

第三条

，加11Mニアラサル老ト雌共有山二入り伐採ト認〆１１Ｍｋ

候節ハ，人民総代へ通報シ法律二照iII1シ所置ヲ請求ス

ル事

第四条

、繭菜栗捨上及葺狩迩取り等之類二筆ル迄灘鉈又ハ蛎

等ヲ梯１Ilrシ共有山二入り伐採セサレに搬伐人同一之処

分二執行候事

第五条

、火災消防之儀ハ当村ハ勿論隣村二及ポスマテ盛Ⅱ－

同報鼓ヲ'１Mキ必ス出膿可致本

舗六条

、火rlrjｵﾙﾆ於テ互二消防方救助ヲ肋ミ決而ｌ嵐I蛾口論〈;ド

致サ、ル様共二相心得へキ事
で寺

但シ慧訓口論等発端侯老有之坪ハ共者ニテ饗額負|｢（

候事

第七条

、纏壱価，高張壱個，太鼓壱価，瀧口|合弐挺，天水'１１１

拾弐個，手提灯八張，

右消防器耕地惣代ヨリ相渡サレ仮Ｊ１『

第八条

、綴、両張，竜吐水

右三個ハ当会所中二Mlillftシ出火之節ハ別帳当撰者ニテ

取扱ヒヘキ事

但シ交替期限ハ八月－１１．三日トス，北モ前年度当選者

ヲ除クコ１V

第九条

、太鼓

右ハ壱組宅火事毎二取扱上次番へ送|{ﾄ|仮]『

第拾灸

、鳶口拾弐挺，天水桶拾弐個

右道具人員割賦シ取扱ヒヘキヨド

第拾壱条

、手提灯

右/､掛り惣代ニテ取扱ヒヘキ事

第拾弐条

、出火之節}１１頭候哉否哉ヲ会所二於テ掛り惣代ニテ照

査スル11：

第拾三条

ii1ミ１）njq治一|･九㎡I皇共有１１｣保護火災消防四壮嬢社規約簿

四月」（こ黙られる規約と文章の表現の災なる箇所

1Ｊあるが粥んど同一である。但し同書には盛祉人

１１１ｆ七三翁の承である。「ilTlIの後誘には「右之ＦＩＴ

務ｶﾞﾙ池依奴二応ジ盛社一|可ニテリj浴十九A'二({し１月－１｝

七日ヨリ施行候?ＩＦ」とある。

２）尚，箔老述と}｢i防組との関連についてば拙砿「村

落41三活とWil1"組」（｢哲学」鰯47集所収）参照。

４．

明
治
廿
六
年
四
月
汁
二
日

野
明
共
進
会
☆
則

野明共進会と則

鋪老条

、木会々名ハ野川共進会卜称ス

第弐灸

、木会ハ学理上及実業上ノ研究風俗改良等ヲ以テ目的

トス

鮒三条

、本会食場ハ野明細共有堂卜定人

第四条

、本会☆員ハ野ｌＪｊ組盛社を貝ヲ以テ組織ス

節五条

、本会ハ会長及副会長一名宛ヲ選定スルハ毎年八月サ

ニロヲ期シ改選スルニノトス
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但シ本年八月ヨリ野明盛社'１１?話人ヲｕテ会長高11会長

I､定ムル

第六条

、本会ハ通常会臨時会ノー種トス

節七条

、本会開会閉会ノ時間ハ夜ノ長短ニヨリ伸縮スルモノ

トス

右之条を腿ク可相守ZＩｉ

、右同〃十一l］

、Tii:術枇説〃十三|］

、鰍術’’十五日

、算術〃十七[１

，右同''十九日

，老人之護子布川lドニテ他へ出シニ実父及養父カョリ

重病之由告来リシニ何レヘ行テ宜赦ヤ

ｌｌ１題若藤森八郎君

、韮父多数藤森坂市君

、リミ父関新三郎君．

十一月-ルー日閉会ス

会長

馴合｣ミ

金子勘之亟

藤森方平

（以下111%）

証１）欠席の永の者のうち、矢沢厨蔵は同二七年の名画
帳によれば北海道移住とある。金子勘之亟・藤森

灘蔵は同二七年より若者連を抜けている(iiMi期)。
福田市戒は「体」とあり，蔵森万吉は名画帳に同

５

明
治
廿
六
年
十
月
九
日

獺
幟
醗
鰄
及
出
席
簿

野
明
共
進
会

二三年以降名が糸えぬ。

６．

明
治
廿
六
年
四
月
朴
二
日

共
進
会
諸
班
剖
鮴席

○○○余子梅吉

矢沢房蔵

○○○○○蕨森方平

○○○○金子要吉

金子勘之亟

藤森蕃蔵

○○|ｊｌｌｌｉｉＩｉ作

○○○○○○藤森八即

○○○○○脚新三郎

○○○○○○関孫太郎

上l鳴治三郎

○○○○○○○藤森坂市

○○○○熊沢万

編田市蔵

○○○○○○○藤森此蔵

○○○原地平

○○○○○金子金香

○○○藤森喜祖平

金子長蔵

藤森方吉

出会十月九日

記

九シソラソプ壱筒

石油入老簡

石油三合

中折壱丈

石111代

よぎ宅丁

一
胆

五
匝

厘
銭
弐

七
七
銭

銭
拾
五

銭
匝
匝
厘
厘
弐
四
金

五
五
九
八
五
拾
金
足

拾
銭
銭
銭
銭
銭
五
内
不

一
一
一
五
一
一
一
三
弐
式
金

金
金
金
金
金
金
〆

一
一
一
一
一
一

但シ老人割銭
金弐銭五厘ツ、取集〆

記

前座分割不足

界紙拾板

ラソプシソ老木

石油三合

炭壱俵

一金五銭弐厘

一金壱銭

一金壱銭八厘

一金二銭九厘

一金拾壱銭

廿七年三月十日

一金弐拾四銭 酒壱升五合算術
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一企lL1銭測り弐水

一金六銭１コ魚四合

一企拾銭五厘こんにゃく怜五板

一金六銭干物七枚

三月九日

〆金五拾銭五厘東屋

右之金共進会仮二正副会長ヲ設ケ

尚ヲ銀婚式ヲ祝シ親睦会ヲ|Ⅱlク

三月十三ロ

ー金四銭五厩形紙老亟

一金五銭磯切り］原三平殿

〆金八拾弐銭九厘

村の一部となり（明治七年)，Ｔｌ丁町村制（明治－１十一
年）により湖南村は，旧村迎合から全村的融合統

一の噸向を－１１W強めてきた。これに対･応し籍者述

は村落生祈と行政村とからの二TIIの規制を強く受

けるようになってきた。このような現象として，

｢野明盛社規則｣，「野[ﾘj共進会A【Ｉ１Ｉ」がこの時期
に設けられたのである。それは村落内自治組織の

強化MiElWiが行政村の強化統一と表裏の関係にある

と考えられたからである。これを避礎として亦こ

の時期に国家恋識の向揚がみられるといえよう。
このことは明治維新の政治改莱を経て社会改革の

祷及確立の時期を迎えようとしていろともいえよ
ワ｡

8．

明
治
十
四
己
年

俵
太
夫
二
付

花
諸
納

第
八
月
什
六
日

J，

明
治
什
七
年

拾
月 野
明
醗
祉
規
則 1Mミ

旧
野
川
述
中野ｕｊ］藤社規則

第壱条

一、野明盛社一同二於テ不都合ト認ルモノ有之候節ハ|｢１

組内エ申出其上所flfヲ請求スルァl「

第二条

一、礎社ＩＩＬ詩人ハ毎年八月-11-五'二1ヲ期シ撰定スル｣x:半途
ニテ改撰スル?１戸禁ス

節三条

一、共進会二於テ懇親会或ハ親|縢会卜名ケ独り二喚会ソ
関rli:ヲ禁

右之条々堅ク可相守21ド

討冒１）野Djりく組若者連の名称が「野UIl3舩祉｣，「野UII共進
会｣，「野明盗祉」であったりすることは注葱し末
ければならない。なぜならば，従来の悲者辿の諸
機能ば，その機能ごとに新組織を造る傾向が認め
られ，それ故に村落生活における鵜譜迎の役Ｉ!;Ｉが

大きく変化したのもこの時期であるからである。
例えば，ｉｌｌｉ防禰1肋は111j防組を新たに組織し若者述
から切離された。さらに，着老述は天神識ととも

に社会教了rの機能をもっているが,「学理上及実業
上ノ研究風`俗改良」のために,「野明共進会」を砦
者述とは別に組織している(IMi成典は同一)。
態者速は村落生活の要諦により生れたものであ

る。しかし，－辮制村であった南真志野村が湖南

銭
銭

円
銭
十
十
銭
銭

弐
弐
弐
弐
三
袷

金
金
金
金
金
余

一
一
一
一
一
一

旧組中老様

治郎兵衛隠居様

西紺’'二’様

南組’1:’様

ｌＨｌ軍祇様

ｌ爪伴三亘様

/伊藤甲子造『様

|金子源左術門様
金子坂之助様

111Ｍ利助様

原惣市郎様

|藤森赤薔様
/原折右術門様

(原源吾様
１１二１組中様

商遮分様

原平之亟様

－金拾錐

－企五銭

一金拾銭

銭拾
銭
銭

三
拾
拾

企
金
金

一
一
一

〆三円九拾銭

訂：２１i時若者述が「｣１１持」って燐太夫の集りをIlilし，
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それ}こ対する花請である。合計三|リ九拾銭となっ

ているが，それば「|日細｢１１老様」弐円の下に｜ソ：

拾銭」が消してあるのも含めたものであろう。他

の三つの沢組からも花を請けさらに有志の花を請

けている。その際の「諸入用1帳」によると，野U］

沢組若者連ではlILlR七銭六厘の支lll，うち三銭五

厘五毛は払済承で，残り三円七四銭五毛を若者連

の頭割として一八人に判り，－人に二十銭七腿八

・
明
治
十
四
辛
已
年

組
花
割
名
而
帳

・
第
八
月
什
三
日
旧
野
明
連
中

10.

毛を割当て負担させている。

１
１

一一辨同栫五》社鮴側蝋鐇誹－
１
‐

９．

（名面略）

八月廿四日

一、酒弐升和三郎

イヒ四拾銭

-,齋沢祝儀弐拾五銭編銭驚iii’
八月廿七日

一Ⅱ西沢祝儀代三拾銭

此'ﾉﾘ一、金拾銭繁古出

”一、弐拾銭金作出

’11辺祝儀

一金五拾銭繁吉出し分

田辺花代

一金弐円也大花割分

一、スシ壱箱

代三拾六銭八厘

右ヲ七拾四人割

壱人付三銭弐厘

旧野明組分

五十四銭四厘

記

一金弐円也

右ハ四辺貞行之所に伝物也

一蝋燭壱箱浅五郎

代三拾三銭八厘

〆弐円三拾三銭八厘

右ヲ七拾四人割

壱人二付三銭二厘

二十五人

一、八拾銭西沢

二十人

一、六拾四銭中村沢

十七人

一、五拾四銭四厘野明沢

十二人

一、三拾八銭四厘南沢

（以下名面略）

註l)繁吉，金作はこの年の世話人である。
湖南村田辺耕地にも花を11Ｉしている。そ０
壮鑑社が花を出す形式をとり，その額は，
沢組の若者連に「大花割」され，それをf
者連で頭割にしている。

の際，四
，四つの
各沢組兼

骨組鵯
tト
ーイピート

ⅡⅧ嘉
旧名
野

明而
連帳

中

1１．

註1)四壮盛社の入費割ば四つの沢組の若者連にまず
「大花割」を行い，各沢組の若者連はそれを頭割
にしてまかなっている。すなわち，四壮盛社は各

沢組の若者連に財政的に依存している。ときには

直接「耕地」にその財源を求めて四壮盛社は活動
していた。



と若老連５９

〆企五円始七銭

引残テ

九怜老銭七厘五三Ｇ

右不lM$金額之儀/､嬢社協通ニ依り裸出仕候ト雛FE該砿課

法カハ今回限りトス，尤将来張替饗額ノ賎'､先般目録見

シ通り整頓相成候ハ、，其際協議ノ」二至当之賦課法相殻

ケ課111可仕筈決定I:|]1父候也

（以下盛社連名略）

iil;1)消防関係の我用は，南其志１７耕地の協祇委員会の

決議により，その殆んどを「耕地」に依存してい

る。不足を生じた際は，その不足金を四Ｊ１１:盛社で

村落生活

（略）

一企壱円弐价銭

右之金拾八割

老人二付六銭七厘宛

関助三郎

明治十六年八月'１．二｢｜

上酒兀舛角力後祝二被下

金三拾銭

右同人に御祝儀進上

註1)秋轆さまの「火祭り」の日(八''二二日)にｆ(l力を

行っている。当日のHfJ11は若者述のIiii割によって

いる。 頭割にし，まかなっている。

１２． 1３．明
治
十
七
叩
領
年

提
灯
仕
立
入
費
割
賦
帳

四
月
二
十
六
Ⅱ

凹
壮

明
治
十
七
叩
ｎ
年

半
仙
坊
祭
礼
入
費
帳

改
正
九
月
十
七
日

野
明
連
中艦

祉

記

一金五円四銭

右ハ東京E|本橋,'17り'''11J越後屋八郎兵術方ニテ提灯式十

八張新規仕立金ナリ

ー金弐拾壱銭

右ハ提灯整頓籍詰ニテ送附相成候綱代金ナリ

ー金拾三銭壱厘

右出越金額二ケ月分利子

一金六拾弐銭六厘五毛

右ハ東京ヨリ送附i1i銭有賀耕地小ﾙ〔惣三郎へ払

一金八銚

右ハ郵便税金四度分ナリ

〆金六円八銭七厘五毛

内

一金五円也

右ハ耕地ヨリ頂蚊１１１成金員ナリ

ー金拾七銭

右ハ繍売払代金ナリ

一金壱円

右金員酒壱樽代而藤森熊吉殿ヨリ受取り

・記

一上酒三舛農平

代弐拾五銭

－７１１１五合北ノ金弥

化拾四銭

一鮒壱升房告

代拾六銭

一ｉＭリ五合新七

代五銭

一万:脚三丁渋五郎

代拾銭五厘

一豆腐弐丁浅五郎

代七銭

－１１Ｗリ老合新七

代二銭

一葱健次
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外二拾銭七厘右同断

亦ﾀﾄﾆ拾三銭三厘七毛右同断

〆金壱円○壱銭九厘弐毛

八月-11-三ロ

ー企弐拾銭中村沢使但シ原健治１１}シ分

八月－１１．六日

一企弐拾銭西沢に使右同人ⅡＩ

Ｕ１治廿二年一月三日

此分相済初出入数

一金三拾六銭五厘不足分右同人出

一金九銭六厘右ハ角力扇子拾弐本耕地へ苑ル，此

金原健治殿受取

六月三十日

一金八銭右ハ上島治三郎広吉酒伊東正己殿ヨ

リ買物払

八月－１１－二日

一企四銭二厘紙壱丈東やへ原健治'１１

差引〆金四拾二銭六座

右諸勘定相済候也

一余壱円○壱銭九匝弐毛

右ljii〔健治預り金利子金五銭Illス，

利子金力Ⅱヘ

〆金六拾四銭三厘弐毛

右之通り次番へ引縦ル

ー企拾銭三厘上Jilj浩三郎分

右花割金請取次稀へ談ル

社会学研究科紀要6０

代宿銭

一上澗五合舩平

代五銭

一中折壱丈’'１Ｊ

代四銭五厘

一蝋燭八丁鱗717

代八銭

惣計〆九拾八銭立払スミ

九月十七日

一金弐銭縮入二也

此分入費二用

註1)この場合の祭の磯用を野明沢組から野朗沢組若老

述が受取ってまかなっている。残金二銭は次回に

繰越ている。

●－９

八ｉｌｉｌｌ明
月

'卜花iii
二

日習Ｉ一
年

名

岼面

:,艫
':１コ

1４．

（名而略）

明治１１－年八月什二日買物

記

八月-Ⅱ．二日どしやう代壱ｦ|・

、金三拾銭池田竹治より

:螺〆捻五銭藤森房奮
、酒三升代三拾九銭五厘野０１[|組'

－１ｌ三日

、豆禰八丁代弐拾五銭六厘藤森戎五郎

、酒弐升弐拾六銭右同

、溜四合,代四銭八1iｎ右同

、弐銭経紙代大剖一分

、六銭七厘八月前分藤森方古殿払

〆壱円四拾九銭六厘

、山林消防金

、弐円弐拾七銭四厘五毛

此内引而七拾七銭八灰五毛残りｲ丁

八月廿三日二原健次殿二預金

証1)｢111林消防金」を耕地から受け，若者通の会計に

繰入ている。その残金を原健治（世話人）に「孤

金」し，引継時に「利子」なつけて吹年庇の世話

人に引紙いている。この年以降，毎年，野川沢組

から「酒代」として若干の寄附を受けるようにな

った。

1５． 叫
鑑
鋤
鰄

八
月
廿
一
一
一
日

川
治
什
二
年

四課

壮うじ

盛帳

社



村落生活と着者迎６１

防組員}よ－五才～三五才のり)子である。－金拾日也

右ハ火災消防及ビ共有山林保護給

一金八銭
▼マ

右/､張灯紛失代

〆金拾円八銭(Ｌ

内弐円八銭消防入11t不足分

差引テ金八円

右折半ス

ー金四円失火ノ節出jllln{liリ

ー金四円共有山林保謹給

一金四円也

右七拾名割

壱名二付五銭七厘老銭過

一企壱円拾九銭七厘

弐拾壱名西沢分

一金九拾壱銭弐匝

拾六名中村沢分

一金九拾六銭九厘

拾七名野川沢分

一金九拾壱銭弐座

拾六名南沢分

四口〆三門九恰九銭

一金四円

右ﾌﾞlr卜四名割一名ニ付山銚一皿

一金壱円○六銭六腿

二十六中村択

一金壱円○弐銭五厘

二十五野Ｕｊ択

一金九十八銭四厘

二十四西沢

一金八十弐銭

二十南沢

〆三円八十九銭五厘

十銭五厘遇金

一、八銭五厘原市兵術

16．リ]治九年(1876)から'111和三六年(1951)までの野明沢

組の若者連の名inillIiによりその人員を承ると次の表の

通りである。但しUl治三七・八年と昭和五年は名面帳

欠狽のため除く。

年度｜総人111体｜尖lfi人員ｌ１１１ｉ考

（
Ｕ
【
ｌ
〈
、
（
ｂ
〈
０
【
Ｉ
Ｑ
〉
巧
』
、
。
万
１
行
ｌ
ハ
Ｏ
く
り
【
Ｊ
旬
Ｉ
ロ
〉
ハ
リ
典
〉
毎
ｌ
ｎ
Ｕ
〈
ひ
０
仏
０
４
９
〕
９
】
ｑ
Ｌ
〈
ひ
ｑ
》

ワ
自
宅
１
勺
１
勺
１
イ
上
１
▲
ａ
１
Ｓ
１
Ｔ
１
イ
上
司
１
判
Ⅱ
Ｉ
上
１
人
剋
几
イ
上
Ｄ
』
ィ
上
記
１
９
口
屯
１
『
上
『
上
勺
１
１
＋
曰
上

０
７
６
６
６
７
９
７
８
７
７
７
６
７
７
８
０
０
７
０
８
４
４
２
２
４
８
０
１

２
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
１
２
１
１
１
１
１
１

明治９年

|’
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
４
４
４
４
４

－－１－ｌＩＩ－ＩＩＩＩＩＩＩＩｌＩＩｌ‐－－－－－－－－－－－－－－－－１１－－１－１１‐‐ｉ「Ⅷ山‐‐‐‐「‐刮叫］‐‐‐‐‐‐‐畷：畷
－
－
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
－
１
－
‐
－

‐
－
－
－
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
‐
‐
‐
－
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ

⑯1

Ⅲ’

'1）
蕊’

１
１
３
２
５
５
４
４
３

１
１
１
１
１
１
１
１
１

４
４
５
３
６
７
の
⑪
７
７

イ
上
１
上
１
日
上
■
１
１
つ
Ｉ
１
１

１
１
－
－
‐
’
’
’
’

一
ｍ
二
Ｊ
（
叩
ｏ
（
Ⅲ
厚
く
】
１
口
｛
１
■
』
（
叩
夕
〈
】
０
．
Ⅲ
叩
⑪
０
ｎ
《

Ｉ
‐
－
－
－
１
－
‐
－
１
１

右二十二年一月三日llI1l1iMi及爾口繕上代

三銭池田国三

右ハニ十二年六月･'1-二'三111111判紙代

1)火災消防絵(｢耕地」より支給）は，証1)火災消防絵(｢耕地」より支給）は，失火の際に出
頭した者の梁の狐捌仁され各人に支給される。共

：Ｉ７１１ｌ林保謎給(｢l1lJlh」ｊ:り支給）は頭;11Ｉにされ椅

人lこ支給される。火災il1jlMj・Ｉ１１１ｌＷｌｔ渡I;k四壮蝋祉

刀：行っている。但し，翌二三年から(土,「iii真志膨

消防組」の設立により，四壮醗社からガ|jｵしる。ｉｉＩｊ

大Ｔｌｚ１年

２

３
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一~弓￣~￣

年度総人員｜体，突衙人員ｌｌＮｉ考年度｜総人員｜体｜実質人員ｌ傭考

１

年
４
５
６
７
８
９
，
ｕ
皿
旧
皿
嘔
２
１

１昭

Ⅳ
別
別
ｕ
応
⑬
喧
嘔
嘔
嘔
旧
型
皿
塑
⑬

'６

２０

２０

１４

１５

１９

１５

１２

１５

１５

１９

２４

２１

２０

１７

④1

一
つ
６

３
３

1３

１１

３
１

１
１

註ｌ）「体」とは若者連のメンバーではあるが，特別の
事情を考慮されて休むことである。

それには，在学'１ｺの場合(亀)，111稼などのため

に不在であるか，不在勝ちの場合と病気の場合

（⑱)，入営中，出征中，徴用巾などの場合(②)が
ある。３ ⑭３

17.野明沢組の若者連の役職者名を染ると次の通りであ

る(明治九年より同三六年迄)。

番札

明治

９年
藤森吉蔵１３
関金作６１

２
２

２
２

④
②

３
４
５
６
７
８
９
ｍ
ｎ
ｍ
田
似
旧
肥
Ⅳ
出
凹
加
皿
犯
羽
型
弱
お
酌
鉛
鯛
釦
釧
犯
粥
拠

藤森喜重ｎｌｊ２
金子平蔵1９

1０

矢島官蔵８
関金作

藤森善之助
金子儀一郎

、
｜
皿
一
皿
一
Ｍ

１
１

５
６
４
１
０
４
２
２
３
６
９

１
１
１
１
１
１
１
１
１

l４

ｌ５

１４

１１

１０

１４

１１

９

８

５

８

６

６

５

４

２０

１９

２１

１
１

④
④

藤森太右衛門２１
金子平蔵

藤森善之助
熊沢伴右術門

関金作
金子儀一郎

熊沢伴右衛門２２
藤森善之助５

関金作
原繁青1４

金子平蔵
矢沢万三郎

関金作
矢沢万三郎1１

熊沢伴右術門
金子豊平

]５１
３
５
１
１
２
２
２
４
１

|:|鰻，
'藍

原繁吉
矢沢万三郎

藤森市
藤森房

矢沢磯吉｜
熊沢伴右衛門

造
吉

畑
一
Ⅳ

矢沢磯吉ｌ６
藤森房吉2０

藤森市蔵
原健治

~盃~二戸勘~乏董｜
原健治Ｉ

森市蔵１０
沢磯害

藤
矢 藤森房吉

関肋三郎
１８

１
２
２
２

④
、
②
④

８
８
７
８
１
９
１
８
２
３
２
２
２
３
７
５
４
３

２
１
２
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

藤森房吉
原健治1７

藤森万
藤森善

金子勘之亟
関助三郎

吉
蔵1９

藤森万吉２８
藤森房吉

藤森善蔵
金子儀一郎

金,子勘之亟
矢沢房蔵

2０

金子勤之亟３１
原健治

藤森房吉
藤森万平2７

藤森
金子

藤森万吉
藤森方平

４
１

④
⑬

誇繕一鍼癖

2１

藤森
藤森

ＩＭＬ治
勘之亟

原

金子
2２

藤森万平
原健治

藤森善蔵
金子梅吉

2３

８
１
９
０
８
０
３
７
５
４
３

１
１

１
１
１
１
１
１
１

藤森方平
金子勘之亟

金子梅吉
金子要害

2４１
４
２
４
２

１
４
２
４
２

⑯
⑬
⑯
⑬
⑬

藤森亀平
金子梅吉

金
藤 子勘之亟

森万・平
2５

原亀平４５
金子梅吉2４

藤森万平
ｌ１Ｌｌ新三郎

2６

藤森万平
関新三郎３６

藤森万平
関新三郎

関清作
藤森覚蔵

2７

關清作
藤森覚蔵

２８

２９

３０

３１

金子金吾４６
藤森万平
関新三郎
金子金吾

金子金吾
凹直作5０

訓誠一万繩認緋
関藤一岼趣啼関
新
森
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1Mkがないことを示す。（l』し明治三七・八年及び昭

和五年は「名而帳」の欠損によるものである。

3）×印は出稼ぎ・兵役・在学中などのための｢休み」

を示す。

4）⑭印(昭和一七年の127の場合)はその年の世話人

であるにもかかわらず「休詮」と記載されている

ことを示す。

5）一五才から三十才までの男子によって若者達は構

成されたが，その全期間砦者連の構成員であった

者はそれ程多くない。「名面帳」に「休み」と記

減されず，ｊｔの氏名も記戦されずに，実際には

「(イミｚｕであった者の数は，明治の初期（あるい

は既にそれ以前）からかなり多かったと考えられ

る「

6）「御柱祭」の年に当る明治一一年・同一七年・同

二三年・同二九年・同三五年・同四一年・大正三

年・同九年・同一五年・昭和七年・同一三年・同

一九年・同二五年・同三一年の各年の世話人（世

話人の任期はその年の八月二十二日から－年間で

あるので，御柱祭のときの世話人は，例えば明治

一一年の場合は前年の十年の世話人）ば，世話人

、経験者かその年以降において１ｋ訴人に幾回か選

１１１される人である。このことは祭りと若者連の関

係を示すとともに，「御往祭｣が大切な祭りである

ことを表わしていると考えられる。但し昭和一九

年の御柱祭の若考連世話人同一八年の世話人の場

介は，戦時中であったので例外であるが，それで

１，１Ｌ訴人のうちの－人は一番の年長者を選んでい

る。

一人で幾度も世話人に選出される人もあり，世

話人に全くならない人しいる。そこで次に世話人

が特定の家ないし家為の系譜に集中しているか否

，)､を謀ることにする。

|年度｜世話人’二番札 番札

吾
郎関新三郎

熊沢万4２
金子金

関孫太
3２

熊
関
一
熊
関

万
郎金子金吾

藤森坂市４１
藤森喜祖平４７
金子金吾

金子金吾

熊沢万

藤森喜祖平
藤森市司5４

沢炬沢時

3３

万
郎３１

3５

3６

証ｌ）役職者は世話人二名で，二瀞札三番札は年により

設けない場合もある。［Ⅲ治三九年以降は二名の|｣上

諸人のみの選出である。（但し明治四一年は二番

札一名を選んでいる｡）

明治一六年度に三番札を設けたのは「御柱祭」

のためである。何二二年も同様。同二一年iこは

「右御）})祭付三番札ヲ取ル」とある。

２）尚,南真志野では「村相撲・村芝居・祭文などを，

年内に数度行ったｶﾐ，Ⅲ】浩二十二・三年頃からｉＷｉ

ｉ火に衰えた」（有賀恭一「諏訪の若者仲間」八三

頁)。このことは同二三年から三番札がなくなっ

ていることと対応していると染ることもできよ

う。

３）仙話人の名前の次,、硲号は，資料18の氏名許ﾘで

ある。

18．野明沢組若者連の構成員と構成員であったjUjllf1（|ＬＬ

線で示す）は別表の通りである。

証１）○印は野明沢組若者連の|辻諸人を示す。

但し明治四十年は11t話人の記１１鼠なし。

２）？|E|]は若者達の購成貝であったと推定されるにも

かかわらず，との年の「名mil膿」にその氏名の記

１９．（Ａ)金子踵内

IlTiilliJi雲Tｪ『､
金子豊８９
明治31年生四男
(大正６～15年）
○大正12,15年

金子義吉７３
明治22年生二男

(明粭41～大正６年）
○大正1,2,3,4,5年

金子金吾４６
明治１１年生長男

（明治25～39年）
○明治29,30,31.

33,34,351Ｆ

関漬春８１
明治31年生長男
（大正ｌ～15年）
○大正12,14,15年

關公勇８７
明治34年生二男
(大正５～11年）

関幸治132
昭和３年生長男
（昭和18～32年）
○昭和20,28,31年

關優雄165
昭和16年生三男
（昭和35～）

○昭和36137年

(ｃ） 矢沢万三郎１１
？年生養子
（～明治17年）
○明治15,16年

(Ｄ)矢沢新助養子

矢沢義雄８６

鰯輔瀞黎’
矢沢光雄７８
明治？年生

(明治43～大正11年
○大正７，８，９，１０，１１年

矢沢久鮒:５８
明治22年生長男

(明治36～大正６年）
○明治42,43,44年

欠沢八弥５２
？年生

(W]治28～34年）

矢沢房蔵２６
？年生

(明治15～27年）

繍蝋M'’
○昭和17年Ⅱ

欠沢智100
明治35KＦ生

(大正13～昭和４年）



社会学研究科紀要節０号196(）0１

(Ｆ）(Ｅ）
藤森銀左衛lｌＩｌ原吉五郎

關千代吉６１
明治14年生三男
（明治39～42年）
○明治39,41,42年

関係太郎381

溌軽織露Ｉ 藤森房吉2(Ⅲ
文久,年生四腸｜

OWD編W櫛）22年’

原繁吉
'安政３年生養子
（～明治17年）
○明治14,16年

藤
森
繁
吉
一
一
一
男

一一

関巻-110
明治45年生長男

(大正15～昭和16年）
○昭和14,15,16年

関正雄102
明治31年生養子
（大正1415年）

藤森正晴７０
明治26年生二男

(明治40～大正11年）
○大正7,8,9,10年

原理童104
明治43年生二男

(大正14～昭和13年）
○昭和13年関繁雄

昭和17年生長男
(昭和33～35年）

二=て｜
藤森房英133
昭和３年生二男

(昭和20～29年）
○昭和21年

藤森弘三124
大正12年生長男
（昭和１３～27年）

○昭和17,19,22,
24,26年1'iillliILiii露'鞭’

関勘正127
大正１４年生長男
（昭和15～29年）
○昭和17,25,29年

者連は組織され運営されていたといえよう。更に，養子

の場合は，その殆んどが世話人ではない。

註１）氏名の次の番号は資料18の氏名番号を示す＿（）
内は若者連の構成員であった期間を示す。○|そⅡ'よ

世話人であった年を示す。

世話人を数回にわたって行った者は特定の家ないしは

家の系譜を同じくする家為に集中していることがわか

る｡従って，これからの家点の若者をリーダーとして若

20.昭和三年の「野明沢貯金組合」の「貯金原簿」から

次の表を作った。

氏名番号 貯金期間 貯金総額’世話人の年度｜若者連参加期間

昭和３年８月２５日～４年４月２０１１

〃～４，４．２２

〃～６．８．２２

〃～４．８．２２

〃～７．１２．１

〃～６．６．１

〃～７．１２．１９

〃～７．７．３０

〃～６．７．３１

〃～６．６．１

〃～５．８．２０

〃～７．７．３０

〃～７．１２．１

J,ノ ー７．１２．１９

〃～７．１２．１９

／ノ ー７．９．２４

〃 ～７．１２．１

〃～７．１２．１９

〃～７．７．３０

〃～７．１２．１

３
４
６
８
２
５
７
８
０
１
３
４
５
６
７
８
０
１
３
５

８
８
８
８
９
９
９
９
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

銭
銭
銭
銭
銭
銭
銭
銭
銭
銭
銭
銭
銭
践
銭
践
銭
銭
銭
銭

０
１
７
２
０
４
３
２
２
９
１
１
４
４
１
２
０
２
０
５

９
一
・
３
７
７
０
３
６
７
６
７
７
５
９
６
１
８
５
２
０

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
ｎ
円
円
円
円
円

６
９
１
６
６
９
７
３
４
２
５
６
７
５
７
５
５
５
８

１
２
１
９
】

１
２

２
１

大正１４．昭和２．３年

昭和２．３年

大正１３・昭和４年

大正３～昭和３年

〃３～〃３年

〃５～〃４年

〃６～〃３年

〃９～〃７年

〃１１～〃４年

〃１２～〃１０年

/,12～"7年

′'13～"4年

〃１３～〃６年

〃１４～〃４年

〃１４～〃１３年

〃１４～，，13年

，，１４～〃13年

〃１５～〃８年

〃１５～〃１５年

，,ノ15～〃１６㎡Ｆ

〃１５～〃１２年

昭和２～〃３年

〃３～〃８年

昭和４．６．７年

11(孫１１８．９．１０｢「

昭和６年

昭和13年

昭和１０．１１．１２年

昭和１１．１２．１３年

昭和14.15年

|沼和1仏１５．１６ｵド

註１）「野明沢貯金組合」とは,野明沢細の若:滑述の構成

員の貯金を月掛けでまとめて，若者連が湖南信川

購買組合に貯金するためlこ組織した組合である。

その貯金で若蒋連が(iIかに使うのでなく，個人貯

金を若省連がまとめて貯金し，１１１１人の希望であっ

て何'1寸でもりIlliすこともできたのである。
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２）「貯金総縦」には利子も含まれている。

二十名のうち一回でも世話人をした者は一一名である。

そのうち六名は貯金総額一五円以上である(86,92,97,

105,108,110の場合)。他の四名のうち，８３，８４は貯金

と若者述６５

総額が少ないが，それは貯金期間八ケ月であるためであ
ろう。しかしその四名とも若者連を抜ける年かその前年
に１１上話人になっている点は共通である。それは年令階梯

染団である若者連の性格を表わしていると考えられる。
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